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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月29日(2016.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板内に形成され、第１の幅の第１領域及び前記第１の幅よりも太い第２の幅の第
２領域を有し、第１方向に伸びる第１の活性領域と、
　前記基板内に形成され、前記第１の活性領域の前記第２領域と並行して伸びる第２の活
性領域と、
　前記基板に形成され、前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域のそれぞれを画定す
る素子分離絶縁膜と、を備え、
　前記第１の活性領域の前記第２領域又は前記第２の活性領域は、平面視で前記第１方向
と交わる第２方向に向かって凹む凹形状を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記基板上に形成され、前記第１の活性領域の前記第２領域及び前記第２の活性領域を
跨ぐ複数のゲート電極を備え、
　前記複数のゲート電極の間における前記第１の活性領域の前記第２領域又は前記第２の
活性領域は、前記凹形状を有することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記複数のゲート電極は、複数の駆動トランジスタのゲート電極及び複数の負荷トラン
ジスタのゲート電極を含み、
　前記複数の駆動トランジスタの前記ゲート電極の間における前記第１の活性領域の前記
第２領域又は前記複数の負荷トランジスタの前記ゲート電極の間における前記第２の活性
領域は、前記凹形状を有することを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の活性領域の前記第２領域上には接地電圧を印加する接地コンタクトが形成さ
れ、
　前記第２の活性領域上には電源電圧を印加する電源コンタクトが形成されていることを
特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の半導体装置。
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【請求項５】
　前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域に形成されたエピタキシャル層を有するこ
とを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　第１の基板と、前記第１の基板内に形成され、第１の幅の第１領域及び前記第１の幅よ
りも太い第２の幅の第２領域を有し、第１方向に伸びる第１の活性領域と、前記第１の基
板内に形成され、前記第１の活性領域の前記第２領域と並行して伸びる第２の活性領域と
、前記第１の基板に形成され、前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域のそれぞれを
画定する第１の素子分離絶縁膜と、前記第１の活性領域及び前記第２の活性領域に形成さ
れたエピタキシャル層と、を有する第１の半導体装置と、
　第２の基板と、前記第２の基板内に形成され、第３の幅の第３領域及び前記第３の幅よ
りも太い第４の幅の第４領域を有し、第３方向に伸びる第３の活性領域と、前記第２の基
板内に形成され、前記第３の活性領域の前記第３領域と並行して伸びる第４の活性領域と
、前記第２の基板に形成され、前記第３の活性領域及び前記第４の活性領域のそれぞれを
画定する第２の素子分離絶縁膜と、を有する第２の半導体装置と、
　を備え、
　前記第１の活性領域の前記第２領域又は前記第２の活性領域は、平面視で前記第１方向
と交わる第２方向に向かって凹む凹形状を有することを特徴とする半導体装置。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　次に、フォトレジスト膜６２をマスクとしてイオン注入を行い、半導体基板２における
ＮＭＯＳトランジスタ形成領域に、埋め込みＮウェル３３を形成する。例えば、以下の条
件でイオン注入を行うことにより、半導体基板２に埋め込みＮウェル３３を形成してもよ
い。
・イオン種：リンイオン（Ｐ＋），加速エネルギー：７００ｋｅＶ，ドーズ量：１．５×
１０１３ｃｍ－２ 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　次いで、例えば、薬液を用いたウェット処理又はアッシングにより、フォトレジスト膜
６２を除去する。次に、例えば、弗酸水溶液を用いたウェットエッチングにより、シリコ
ン酸化膜６１を除去する。次に、図７に示す工程において、フォトリソグラフィにより、
半導体基板２におけるＮＭＯＳトランジスタ形成領域を露出し、他を覆うフォトレジスト
膜６３を形成する。 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　次いで、図１４Ａ～図１４Ｃに示す工程において、フォトリソグラフィにより、半導体
基板２におけるＮＭＯＳトランジスタ形成領域を露出し、他を覆うフォトレジスト膜（図
示せず）を形成する。次に、フォトレジスト膜及びゲート電極１１Ａ、１１Ｂ、１２Ａ、
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１２Ｂをマスクとして、イオン注入を行う。イオン注入を選択的に行うことにより、半導
体基板２におけるＮＭＯＳトランジスタ形成領域に、Ｎ型エクステンション領域３５を形
成する。例えば、以下の条件でイオン注入を行うことにより、半導体基板２にＮ型エクス
テンション領域３５を形成してもよい。
・イオン種：砒素イオン，加速エネルギー：１．５ｋｅＶ，ドーズ量：１．０×１０１５

ｃｍ－２

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　次いで、フォトリソグラフィにより、半導体基板２におけるＰＭＯＳトランジスタ形成
領域を露出し、他を覆うフォトレジスト膜（図示せず）を形成する。次に、フォトレジス
ト膜及びゲート電極１３Ａ～１３Ｄをマスクとして、イオン注入を行う。イオン注入を選
択的に行うことにより、半導体基板２におけるＰＭＯＳトランジスタ形成領域に、Ｐ型エ
クステンション領域４４を形成する。例えば、以下の条件でイオン注入を行うことにより
、半導体基板２にＰ型エクステンション領域４４を形成してもよい。
・イオン種：ボロンイオン，加速エネルギー：０．５ｋｅＶ，ドーズ量：３．２×１０１

４ｃｍ－２

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　半導体基板２０２は、例えば、シリコン基板である。半導体基板２０２は、「第２の基
板」の一例である。図１９に示すように、半導体基板２０２内には、活性領域２０３～２
０６が形成されている。また、半導体基板２０２には、素子分離絶縁膜２０７が形成され
ている。素子分離絶縁膜２０７は、「第２の素子分離絶縁膜」の一例である。活性領域２
０３～２０６は、素子分離絶縁膜２０７によって画定されている。例えば、半導体基板２
０２に形成された溝に酸化膜を埋め込むことによって、半導体基板２０２に素子分離絶縁
膜２０７が形成される。活性領域２０３、２０４は、第３方向Ｖに向かって伸びている。
活性領域２０３は、「第３の活性領域」の一例である。活性領域２０４は、「第４の活性
領域」の一例である。第３方向Ｖは、半導体基板２０２の平面方向であって、ゲート電極
２１１Ａ、２１１Ｂ、２１２Ａ、２１２Ｂと交わる方向である。すなわち、第３方向Ｖは
、ゲート電極２１１Ａ、２１１Ｂ、２１２Ａ、２１２Ｂのゲート長方向である。
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